
上下水道局では、平成27年８月に下水道の処理開始から50周年、翌28年３月に水道の通水開始から100周年という大きな節目
を迎えるにあたり、市民の皆さんから上下水道事業のキャッチフレーズを募集しました。
この度、厳正な審査の結果、採用作品が決定しましたのでお知らせします。

採用作品は、上下水道事業のキャッチフレーズとして末永く使用させていただきます。たくさんのご応募、ありがとうございま
した。

キャッチフレーズ決定！

経営企画課 企画財政広報グループ ☎633-3230

工事受付センター 接続工事受付グループ ☎633-3164

サービスセンター 普及促進グループ ☎633-3127
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公共下水道に接続する場合に、金融機関から接続工事資金の融資
を受けることができます。利息については上下水道局で負担します。

※制度を利用するには、あっせんの条件や利用の制限がありますの
で、工事をする前に指定工事店または工事受付センターにご相談
ください。工事着手後ではご利用になれません。

7月は下水道接続促進強化月間です

「「「「「「「おいいいいししししししししししいいいい水水水水とととととととと んんんんん にににに届けけけけけけけ 水水水水」」」」」」」」「おいしい水と 澄んだ川 未来に届ける 宮の水」

融資あっせん制度
をご利用ください

そんな場合は

青柳  婦美子さん（氷室町）の作品

快適で 安全な 生活環境を守る下水道

●川がきれいになります。
●まちが清潔になります。
●くみ取りや浄化槽の維持管理が
不要になります。

下水道に接続すると 下水道への接続は必ずしなければならないの？

下水道に接続するにはどうしたらよいでしょう？

工事費はどのくらいかかるの？

下水道に接続すると
法律により、公共下水道が使えるようになった地域では、速やかに接続しな
ければなりません。
▶浄化槽を使用している場合や、生活排水を側溝などの水路に流している
場合⇒遅滞なく接続

▶くみ取り式トイレの場合⇒３年以内に水洗トイレに改造して接続

下水道への接続は必ずしなければならないの？Q

工事のお申し込みは、お近くの排水設備指定工事店にご依頼ください。

下水道に接続するにはどうしたらよいでしょう？Q

※土地の形状、排水管の位置などによっ
て工事費は変わりますので、指定工事
店2～3社から見積をとることをおす
すめします。

②くみ取り式トイレを水洗トイ
レに替え、生活排水も下水道
に接続

工事費はどのくらいかかるの？Q

宇都宮市　排水設備指定工事店 検 索▶上下水道局ホームページから指定工事店一覧がご覧になれます。

でも
費用が…

融資の
対象工事

くみ取り式トイレを水洗トイレに改造、または浄化槽
を廃止して公共下水道に接続する工事

融資金額
建物１棟につき
▶トイレ１か所の場合＝70万円以内
▶トイレ２か所以上の場合＝140万円以内

例 一般的な住宅の工事費

※

②

例

採用作品

①浄化槽からの切り替え

約400,000円

約700,000円

上下水道局では、公共下水道が使える地域にお住まいで、まだ下水道に接続されていないお宅へ接続のご案内をす
るため、戸別訪問を行っています。訪問する職員は身分証を携帯しておりますので、ご確認ください。



生活排水課 管理グループ ☎633-2001

工事受付センター 接続工事受付グループ ☎633-3164
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合併処理
浄化槽

合併処理浄化槽とは？
し尿のほか、台所や風呂で使われた
生活排水をきれいにして河川などに放流

単独処理
浄化槽

単独処理浄化槽とは？
し尿のみをきれいにして放流

台所・風呂・洗濯などで使われた生活排水は
処理されずにそのまま放流

合併処理浄化槽は、し尿のみでなく、台所やお風呂などで使われた生活排水すべてをきれいにして河川などに放流
します。生活排水による河川の水質悪化を防止し、生活環境をより良いものにするために、補助制度を活用して合併
処理浄化槽を設置しましょう。

～単独処理浄化槽、くみ取り式トイレをお使いの方へ～

合併処理浄化槽 補助制度の設置に をご利用ください

※予算がなくなり次第終了となります。

補助対象地域
下水道などが整備されない、または長期間整備

されない市街化調整区域など。

補助対象者
対象地域内において、専用住宅に合併処理浄化

槽をこれから設置し、平成28年２月末日までに工
事完了が見込める方で、市税を完納している方。

補助金額
　浄化槽の大きさや設置する地域などにより異な
ります。詳しくは下記までお問い合わせください。

と仲良く暮らそう！
タタンンンクク でで やや ！しししし しししたた水水水 タタンクク を やや し～雨水貯留タンクの補助基数を２基までに増やしました！！～

施　設

貯留タンク
（1基あたり100リットル

以上が対象）

補助限度額

40,000円/基
住宅１棟につき２基

浸透ます 25,000円/基
住宅１棟につき４基まで

浄化槽転用槽 60,000円/基
住宅１棟につき１基

※補助の対象となるのは、市街化区域に住宅を所有
　または占有し、市税・水道料金・下水道受益者負担金および 
下水道使用料に滞納がない方になります。また、設置については
条件や設置基準がありますので、事前にお問い合わせください。

上下水道局では、雨水の流出を抑制し、市街地の浸水を防ぐため、雨水貯留・浸透施設に対し、設置費用の一部を補
助しています。（費用の３分の２・限度額あり）

これまで雨水貯留タンクの補助は、住宅１棟につき１基まででしたが、市民の皆さんからご要望をいただき、 
今年の４月から２基に増やしました。ぜひこの機会にタンクの増設をご検討ください。

現在、使用している貯留タンクだけでは容量が足りないと感じている方、別のデザインのタンクも置いてみたいと
考えている方はいませんか？

タンク

２基まで

ＯＫ！！
1基 2基

例 下水道などが整備されない地域で、単独処理
浄化槽を撤去して、５人槽を設置する場合

645,000円（限度額）


